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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの外層ａ）と該外層ａ）に固着された層ｂ）とを含む複合要素の製造方
法において、
　前記外層ａ）と該外層ａ）に固着される層ｂ）との間に接着促進剤ｃ）を施与する工程
と、
　前記外層ａ）を連続的に移動させて、前記接着促進剤ｃ）及び前記外層ａ）に固着され
る前記層ｂ）、または前記層ｂ）及び前記接着促進剤ｃ）の出発原料を、前記外層に連続
して施与する工程と、を備え、
　前記接着促進剤ｃ）は、回転ディスクを用いて施与され、
　該回転ディスクは、上向き端部とその端部に水平に配置された歯とを備えることを特徴
とする複合要素の製造方法。
【請求項２】
　前記歯の数は、
　４～６００個の範囲であることを特徴とする請求項１に記載の複合要素の製造方法。
【請求項３】
　前記歯の数は、
　１０～１００個の範囲であることを特徴とする請求項１または２に記載の複合要素の製
造方法。
【請求項４】
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　前記歯は、三角形状を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の複
合要素の製造方法。
【請求項５】
　前記歯は、四角形状を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の複
合要素の製造方法。
【請求項６】
　前記上向き端部の長さに対する前記ディスクの直径の比率が５／１から１００／１であ
ることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の複合要素の製造方法。
【請求項７】
　前記上向き端部への移行部は角度が付けられていることを特徴とする請求項１～６のい
ずれか１項に記載の複合要素の製造方法。
【請求項８】
　前記上向き端部への移行部は丸みを帯びて形成されていることを特徴とする請求項１～
６のいずれか１項に記載の複合要素の製造方法。
【請求項９】
　２枚以上で５枚以下のディスクであって、１枚のディスクが他のディスクの上に存在す
るように配置されていることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の複合要素
の製造方法。
【請求項１０】
　前記ディスクは、
　前記外層ａ）の上方で０．０２～０．２ｍの高さで配置されていることを特徴とする請
求項１～９のいずれか１項に記載の複合要素の製造方法。
【請求項１１】
　前記外層ａ）上における接着促進剤の湿潤半径が０．２５～１．５ｍであることを特徴
とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の複合要素の製造方法。
【請求項１２】
　前記ディスクの回転速度が２００～２５００ｍｉｎ－１であることを特徴とする請求項
１～１１のいずれか１項に記載の複合要素の製造方法。
【請求項１３】
　前記回転速度を定期的に一時減少させかつ再び初期レベルに増大させることを特徴とす
る請求項１～１２のいずれか１項に記載の複合要素の製造方法。
【請求項１４】
　前記用いられる接着促進剤ｃ）が反応性の一成分形ポリウレタンシステムまたは多成分
形ポリウレタンシステムであることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の
複合要素の製造方法。
【請求項１５】
　前記接着促進剤ｃ）は、
　下方の外層にイソシアネート系硬質フォームｂ）用の出発原料を施与する時にはオープ
ンタイムを経過していないことを特徴とする請求項１～１４のいずれか１項に記載の複合
要素の製造方法。
【請求項１６】
　前記接着促進剤ｃ）は、
　物理的発泡剤を含まないことを特徴とする請求項１～１５のいずれか１項に記載の複合
要素の製造方法。
【請求項１７】
　前記イソシアネート系硬質フォームｂ）は、
　ポリウレタンまたはポリイソシアヌレートフォームであることを特徴とする請求項１５
に記載の複合要素の製造方法。
【請求項１８】
　前記接着促進剤ｃ）は、
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　２００～１２００ｇ／ｌの粗密度を有することを特徴とする請求項１～１７のいずれか
１項に記載の複合要素の製造方法。
【請求項１９】
　前記外層として、木材、サンドイッチ状の石膏ボード、ガラスタイル、アルミニウムフ
ォイル、アルミニウム、銅板または薄鋼板を用いることを特徴とする請求項１～１８のい
ずれか１項に記載の複合要素の製造方法。
【請求項２０】
　前記外層として、アルミニウムフォイル、アルミニウム板または薄鋼板を用いることを
特徴とする請求項１～１８のいずれか１項に記載の複合要素の製造方法。
【請求項２１】
　少なくとも１つの外層ａ）と該外層ａ）に固着された層ｂ）とを含む複合要素の製造装
置において、
　前記外層ａ）と該外層ａ）に固着される層ｂ）との間に接着促進剤ｃ）が施与され、
　前記外層ａ）を連続的に移動させて、前記接着促進剤ｃ）及び前記外層ａ）に固着され
た前記層ｂ）、または前記層ｂ）及び前記接着促進剤ｃ）の出発原料が、前記外層に連続
して施与され、
　前記接着促進剤ｃ）の施与を回転ディスクで行い、
　該回転ディスクは、上向き端部とその端部に水平に配置された歯とを備えることを特徴
とする複合要素の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合要素の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明では、複合要素は、少なくとも１つの外層及びこの外層に固着された層からなる
シート状構造物をさす。
【０００３】
　このような複合要素としては、例えば、ヨーロッパ特許出願１５１６７２０で開示され
る、ポリウレタンまたはポリイソシアヌレートフォームのコア及び金属の外層を有する複
合要素が挙げられる。このような複合要素はしばしば、サンドイッチ状の複合要素として
言及されている。更なる例としては、例えば、国際公開２００６／１２０２３４で開示さ
れるように、少なくとも１つの外層と、ミネラルウール、またはポリウレタンフォームま
たはポリスチレンフォームのようなプラスチックフォームといった有機断熱材料である断
熱材料を含む既製のコアとを有する複合要素が挙げられる。更なる例としては、木材、合
板、パーティクルボード、金属またはプラスチックといった好適な材料からなる２つの外
層と、ハニカム構造、または折畳みあるいは差し込みにより形成され例えば国際公開２０
０７／０９３５３８で開示されるコンプライジングボードといった好適なコアとからなる
、いわゆる軽量建築材が挙げられる。広義には、複合要素は、プラスチック、ビニールま
たは金属を含む外層で被覆された木材、パーティクルボードといった小型材である。
【０００４】
　複合要素の製造では、コアと外層との間を強固なボンドで接着する必要がある。既製の
コアを有する複合要素の場合、通常は接着剤が有用である。サンドイッチ状の複合要素の
場合、原則として、発泡体と外層との間を接着する強固な接着剤が有用である。それにも
関わらず、外層から発泡体を剥離すること等による発泡体の表面の欠損が生じ得る。従っ
て、ヨーロッパ特許出願１５１６７２０で開示されるように、外層とコアとの間に接着促
進剤を施与することが有益である。
【０００５】
　接着剤または接着促進剤を施与するには、さまざまな可能性がある。特に有益な施与の
手法としては、回転ディスクによるものがある。この手法による施与の場合は、エアロゾ



(4) JP 5529156 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

ルを形成することなく均一な層を形成することができる。
【０００６】
　国際公開２００６／２９７８６では、サンドイッチ状の複合要素の製造方法が開示され
ており、回転ディスクの手法によって接着促進剤が施与される。ディスクは平坦であって
、好ましくは楕円形または星形であることが好ましい。ディスクの更なる構成は、カスケ
ードに近似した構成を有し、接着促進剤を放出する開口部を具備している。
【０００７】
　ヨーロッパ特許出願１５９３４３８では、サンドイッチ状の複合要素を製造する装置が
開示されており、少なくとも１つの開口部を有する回転ディスクによって、外層に接着促
進剤が施与される。
【０００８】
　国際公開２００６／１２０２３４では、複合要素の製造方法が開示されており、コアが
、固着的に外層に結合される。接着剤の施与は、ヨーロッパ特許出願１５１６７２０で開
示されるように、回転ディスクによって同様に行われる。
【０００９】
　国際公開２００７／０９３６５３８では、軽量建築材の製造方法が開示されており、接
着剤の施与は、国際公開２００６／２９７８６で開示されるように、回転ディスクによっ
て同様に行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】ヨーロッパ特許出願１５１６７２０
【特許文献２】国際公開２００６／１２０２３４
【特許文献３】国際公開２００７／０９３５３８
【特許文献４】ヨーロッパ特許出願１５１６７２０
【特許文献５】国際公開２００６／２９７８６
【特許文献６】ヨーロッパ特許出願１５９３４３８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、上述のディスクには欠点もある。接着促進剤または接着剤は、最大限の効果を
生じさせるために迅速に硬化させなければならないことが知られている。材料のこの迅速
な反応の結果、反応した材料はディスク上で急速に固まる。結果として、従来のディスク
の作用に好ましくない影響を及ぼすこととなる。従って、ディスクの穴はほんの短時間で
閉塞され、材料がディスク上で行き場がなくなってディスクの端部から流出することとな
る。その結果、分布が不均衡となってしまい、特に、より多くの材料が端部領域に付与さ
れることとなる。液滴の集合は、もはや薄膜状の液体スレッドの分裂によってだけではな
く、個々の液滴の分裂または層の分裂によってさえも生じる。最後の二つの分裂のメカニ
ズムにより、相当に広い液滴サイズの分布を導く。従って、液滴サイズはもはや規制する
ことができない。最適にディスクを操作するためには、固着速度次第では、ディスクをわ
ずか２０分で交換しなければならない。このため、設備の停止が生じ得ることとなる。
【００１２】
　更に、現在のディスクでは、固形充填物を含む接着剤または接着促進剤を用いることが
ほとんどできない。
【００１３】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、固形充填物を含む接着
剤であっても使用することができ、外層／下方表面に接着剤または接着促進剤を施与する
回転ディスクを提供して、後述する長期の耐用年数に亘って均一な塗布状態を確保するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１４】
　驚くべきことに、本発明の目的は、端部に歯を備えたディスクを用いることによって達
成される。
【００１５】
　従って、本発明は、少なくとも一つの外層ａ）及びこの外層に固着された１以上の層か
らなる複合要素の製造方法に関し、接着促進剤として後述する接着剤ｃ）が外層とこれに
固着される層との間に回転ディスクによって施与され、この回転ディスクは端部に歯を備
えることを特徴とする。
【００１６】
　本発明は、更に、少なくとも一つの外層ａ）及びこの外層に固着された層ｂ）を含む複
合要素の製造装置に関し、接着促進剤ｃ）が外層とこれに固着される層との間に施与され
、外層ａ）を連続的に移動させ、接着促進剤ｃ）及び外層ａ）に固着された層ｂ）または
それらの出発原料が外層に連続して施与され、接着促進剤ｃ）の施与を回転ディスクで行
い、回転ディスクは端部に歯を備えることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明に係るディスクを説明する図である。
【図２】図２は、上向き端部を有するディスクの断面図である。
【図３】図３は、上向き端部を有するディスクの上面視図である。
【図４】図４は、本発明によるディスクの別の形状を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の特に好ましい実施の形態は、ディスクが上向き端部を有することである。この
上向き端部に、歯が配置される。接着剤を可能な限り均一にかつ精巧に分割された手法で
外層／下方表面の内側に施与できるように、歯の幅、数及びテーパ角度が互いに仕上げら
れる。
【００１９】
　歯は、三角または四角であり、０．５～４０ｍｍの幅を有し、０．１～５０ｍｍの長さ
を有する。歯は、同じ形状または異なった形状及びサイズであってもよい。歯は、水平に
、または９０°までの間で上方または下方に向かって配置される。
【００２０】
　本発明の好適な実施の形態では、歯は、先端に向かうに従って漸次先細りとなる。もっ
とも、先端の丸まった歯であってもよい。本発明の更なる実施の形態では、歯は矩形また
は台形である。重要なことは、歯が液体と接触することで、狭い範囲での液滴サイズの分
布へ導くことである。
【００２１】
　上向き端部は、ディスクに対して０～１５０°を超過した角度で上に向いている。上向
き角度は、８０°～１００°であることが好ましい。上向き端部は、ディスク上での均一
なフィルムの流れに資する。上向き端部への移行部は、角度がつけられていても丸みを帯
びていてもよい。
【００２２】
　歯の数は、特に、外層を介した液体及び、例えば、濃度、粘性、表面張力といった固着
剤の材料特性に基づく要求分配には依存しない。好ましくは、ディスクは少なくとも４枚
、歯数は６００個以下、好ましくは２０～８０個、特に４０～６０個が好ましい。
【００２３】
　ディスクの基本形状は、好ましくは円形である。ディスクを楕円形または星形に形成す
ることもできる。また、３つの交差する円形の内側の４本の線で描かれる幾何学形に形成
することもできる。この配置については後述する。内側の円は、回転軸上に中心点を有す
る。より大きな径を有する他の２つの円は、回転軸を通過する直線上に中心点を有し、そ
の半径は、円の中心点と回転軸との間の距離よりも大きく、より小さな円が交差するほど
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大きい。上向きの排出領域の端部は円形で、均一な流れに資する。円の直径は、可能な限
り大きくすることができる。
【００２４】
　このようなディスクを、図１～図３に示す。
【００２５】
　図４は、本発明によるディスクの別の形状を示す図である。
【００２６】
　図４ａで示すＳ字形のディスクまたは図４ｂで示す凹部を有するディスク、または図４
ｃで示す直線形のベース形状を有するディスクが用いられる。図４におけるω記号で示す
矢線は、それぞれのディスクの回転可能な方向を示す。
【００２７】
　ディスクの輪郭は、円形から離れすぎないことが重要である。そうでなければ、接着剤
ｃ）、特に、輪郭線の切断端部が、それぞれの歯を介して噴射を形成することができず、
複数の噴射となってまとまりのない施与挙動となるからである。
【００２８】
　Ｓ字形のディスクは、噴射が集中する臨界点が丸く形成されていることから、円形から
逸脱した比較的大きなくぼみを有することが許容される。しかし、このため、Ｓ字形のデ
ィスクは、一方向のみの回転で操作される。
【００２９】
　更なる実施の形態としては、材料が装置の下部から噴霧部に移動されるベル状であって
もよい。以下の実施の形態では、ディスク状のものにもベル状のものにも適用される。
【００３０】
　上向き端部の長さに対するディスクの直径の長さ比率は、５／１から１００／１、好ま
しくはおよそ２０／１である。
【００３１】
　外層の幅、またはバンドの幅次第では、楕円形のディスクの場合、楕円形の長手方向を
基準として、ディスクは０．０５～０．４ｍの直径を有し、好ましくは０．１～０．３ｍ
、特に好ましくは０．１２～０．２５ｍの直径を有する。バンド幅に対するディスクの直
径の割合は、０．０５～０．３５である。
【００３２】
　ディスクは、湿潤される外層より上に、好ましくは、０．０１～０．３ｍの高さで配置
され、好ましくは、０．０３～０．１８ｍ、特に好ましくは０．０３～０．１５ｍの高さ
で配置される。
【００３３】
　外層に対して回転ディスクは水平に、または水平から１５°の僅かなずれで配置される
。
【００３４】
　下部外層上での接着促進剤による湿潤半径は、好ましくは０．０５～１．５ｍ、更に好
ましくは０．３５～１．２０ｍである。比較的広い外層の場合は、隣接して並べられたま
たは位置ずれした２以上のディスクを用いることが可能である。
【００３５】
　ディスクの回転速度は、好ましくは２００～２５００ｍｉｎ-1、特に、２００～２００
０ｍｉｎ-1、及び６００～１２００ｍｉｎ-1が好ましい。均一な施与を確保する可能性は
、回転速度の振動による。この過程において、回転速度を定期的に、一時的に減速させ再
び初期レベルに増速させる。一時的な減速の結果、投射距離は減少しコーティングの分布
は均一になる。減速は当初の回転速度の１０％が上限であり、好ましくは５０％～８０％
である。
【００３６】
　散布されるべき流量は、１０ｇ／ｍｉｎ～５ｋｇ／ｍｉｎ、好ましくは２００ｇ／ｍｉ
ｎ～２ｋｇ／ｍｉｎ、特に好ましくは４００ｇ／ｍｉｎ～１．８ｋｇ／ｍｉｎである。
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【００３７】
　本発明の特徴的な実施の形態では、ディスクは他のディスクの上に配置され、少なくと
も２枚で５枚以下、特に好ましくは２枚のディスクを有する。上方のディスクの直径は、
下方のディスクの直径より大きいことが好ましく、その比率は、上方から下方に向かって
１／０．８～１／１０、好ましくは３／５である。少なくとも上方のディスクは歯を備え
、全てのディスクが歯を備えることが望ましい。上記した形状は全て結合することができ
る。一番上のディスク形状と下部側のベル形状からなる構成部品を用いることもできる。
【００３８】
　複数のディスクを用いる利点は、コーティングの分布がより均一になることである。
【００３９】
　他のディスクの上にディスクを配置する場合は、接着剤はそれぞれのディスクに個別に
施与されることが好ましい。下部のディスクに接着剤を供給するためには、上部のディス
クとの間に開放部分を設けるべく、同軸上のギャップを設けなければならない。ギャップ
の内部半径は、シャフトの直径と一致する。対応するディスクの外径とギャップの外径の
比率は、少なくとも０．９８であり、好ましくは、０．２～０．５である。しかし、１つ
のディスクだけに供給することもでき、他のディスクへの分配は、ボアやガイド溝といっ
た好適な内部機構によって実現される。ボアやガイド溝の数は４～１２個、好ましくは４
～８個、特に好ましくは４個である。開放部分はそれぞれ２５～９００ｍｍ2の共通する
領域を有し、好ましくは１００～６５０ｍｍ2、特に好ましくは１００～４００ｍｍ2であ
る。ベル形状の場合、材料は一番上に施与され、上記したガイド溝によって下部に移動さ
れる。
【００４０】
　ディスクは、接着促進剤に対して不活性な材料であれば全ての材料から形成することが
できる。金属やプラスチックが好ましい。ディスクは、好ましくはプラスチックから形成
される。ポリオレフィンやポリスチレン、ポリアミドといった熱可塑性樹脂、ポリオキシ
メチレン（ＰＯＭ）といったテフロン（登録商標）やポリアセタールが、ここでは特に好
適である。
【００４１】
　木板、サンドイッチ状の石膏ボード、ガラスタイル、アルミニウムフォイル、アルミニ
ウム、銅板または薄鋼板は、外層ａ）に用いることができる。薄鋼板は被覆されていても
されていなくともよい。コロナ放電処理が施されていないことが好ましい。
【００４２】
　軽量建築材の製造では、木板またはパーティクルボードが外層ａ）に用いることができ
、例えばコンプライジングウッドまたはボードといったハニカム構造は、層ｂ）に用いる
ことができる。
【００４３】
　軟質繊維板の製造では、ミネラルウール、発泡ポリスチレンまたは、硬質ポリウレタン
フォームとも呼ばれるイソシアネート系硬質フォームを含む断熱材料を、外層ａ）に強固
に固着される層ｂ）に用いることができる。イソシアネート系硬質フォームは、イソシア
ヌレート基で改質可能である。
【００４４】
　層ｂ）にイソシアネート系硬質フォームを用いることで、一般的に、複合要素の製造は
連続的に行われる。硬質フォームの液状の出発原料は外層ａ）に施与され、フォームを付
与するために硬化する。
【００４５】
　通常使用される外層としての金属シートまたはフォイルの使用の際に、これらは、しば
しば、ダブルベルトユニットで硬化され最終的に所望の長さに切断されるＰＵまたはＰＩ
Ｒシステムとも呼ばれるイソシアネート系硬質フォームｂ）の出発原料とともに発泡され
るポリウレタンとともにフォーム能力を増大するために、ロールから連続して解かれ、型
彫りされ、加熱され、付加的にコロナ放電処理される。
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【００４６】
　外層は、好ましくは２～２５ｍ／ｍｉｎの一定速度で移動され、２～１５ｍ／ｍｉｎ、
及び３～１２ｍ／ｍｉｎ、特に３～９ｍ／ｍｉｎが好ましい。外層は、ＰＵシステムｂ）
の施与から、好ましくは接着促進剤の施与から全持続時間の間において少なくとも水平に
位置する。接着促進剤は、外層が僅かに移動方向に傾いて水平移動が行われない場合でも
施与が可能である。
【００４７】
　通常、一液型または二液型接着剤は、ミネラルウールまたはポリスチレンを基礎とした
軽量建築部材または軟質繊維板の製造の接着剤として用いることができる。
【００４８】
　イソシアネート系硬質フォームを基礎とした複合要素の継続的な製造では、ポリウレタ
ン、特に二成分系の接着促進剤ｃ）を用いることが好ましい。接着促進剤ｃ）の施与は、
外層の延伸とＰＵまたはＰＩＲシステムの施与との間の過程のどの時点でも、原則として
行うことができる。
【００４９】
　接着促進剤の施与とＰＵまたはＰＩＲシステムｂ）の施与との間の距離が小さい場合で
あっても有効である。結果として、この過程における廃棄物は、製造過程の最初、最後及
び不測の障害の生じている間において最小限度に留まる。
【００５０】
　二成分系の使用の場合、接着促進剤ｃ）は、回転ディスクへの供給に先立って機械的に
混合される。高圧または低圧ミキサー、好ましくは低圧ミキサーを用いることが可能であ
り、例えば、流れに沿って撹拌する部材といった好適な供給装置を介してディスクに供給
される。ディスクが駆動されて回転される場合は、ディスクの下に存在する連続的に運搬
された外層上の接着促進剤ｃ）の広範囲な分布が生じる。混合し、接着促進剤をディスク
に供給するためには、例えば、プラスチックを含む撹拌部材を用いることができる。金属
シートの単位ｍ2当たりの所望の施与の量が認識可能となるように、連続的に操作するダ
ブルベルトの速度に合わせた接着促進剤ｃ）の施与が調整される。
【００５１】
　下部外層に接着促進剤の施与が完了した後、イソシアネート系硬質フォームのための出
発原料が施与される。
【００５２】
　接着促進剤ｃ）の反応は、システムｂ）及びｃ）が互いに反応し（ＰＵ／ＰＩＲシステ
ムの施与の際の接着促進剤ｃ）のオープンタイムを経過していない）、限界時間経過後に
硬化するように調整される。
【００５３】
　接着促進剤ｃ）の使用によって、ダブルベルトの温度を５５℃に低下させることができ
る。
【００５４】
　用いられる接着促進剤は、先行技術として公知のポリウレタン系の接着促進剤である。
これらは、一般的に、イソシアネートと、反応混合物中でイソシアネートに反応する基の
数に対するイソシアネート基の数の比率が０．８～１．８：１、好ましくは１～１．６：
１となるように好適に選択された転換比率を有する、イソシアネートに対して反応する２
つの水素原子を有する混合物とを反応させることによって得ることができる。
【００５５】
　用いられるポリイソシアネートは、一般的には、脂肪族、脂環式、特に好適には芳香族
のジ－及び／またはポリイソシアネートである。トルエンジイソシアネート（ＴＤＩ）、
ジフェニルメタンジイソシアネート（ＭＤＩ）及び特に、ジフェニルメタンジイソシアネ
ートとポリフェニレンポリメチレンポリイソシアネート（天然のＭＤＩ）が好適に用いら
れる。
【００５６】
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　好ましくは、ＢＡＳＦ　ＳＥのＬｕｐｒａｎａｔ（登録商標）Ｍ５０、Ｌｕｐｒａｎａ
ｔ（登録商標）Ｍ７０のイソシアネートが用いられる。本実施の形態で特徴的なことは、
イソシアネート系硬質フォームｂ）及び接着促進剤ｃ）の調製で用いられるイソシアネー
トは、同一のものである。Ｌｕｒｒａｎａｔ（登録商標）Ｍ７０は好適な実施の形態で用
いられ、Ｌｕｐｒａｎａｔ（登録商標）Ｍ２００は特に好適な実施の形態で用いられる。
【００５７】
　イソシアネートと反応する少なくとも２つの水素原子を有する好適な混合物は、一般的
には、例えば、分子状態のβ－ケトといったＯＨ基、ＳＨ基、ＮＨ基、ＮＨ2基及びＣＨ
酸基から選択される２以上の反応基を運搬するものである。
【００５８】
　ポリエテロール及び／またはポリエステロールが好適に用いられ、特に好適なのはポリ
エーテルポリオールである。用いられるポリエテロール及び／またはポリエステロールの
ヒドロキシル価は、好ましくは２５～８００ｍｇＫＯＨ／ｇであり、分子質量は一般的に
４００を超過する。ポリウレタンは、鎖延長剤及び／または架橋剤を用いないでまたは用
いて調製される。用いられる鎖延長剤及び／または架橋剤は、特にジ－または三官能性の
アミン及びアルコール、特に分子質量が４００より小さい、好ましくは６０～３００のジ
オール及び／またはトリオールである。
【００５９】
　接着促進剤ｃ）のポリオール成分は、好ましくは、１００～１０００ｍＰａｓの粘着性
、好ましくは１００～８００ｍＰａｓ、特に好ましくは１５０～４００ｍＰａｓ（２５℃
）を有する。
【００６０】
　接着促進剤は、付加的または反応性を有する防炎加工剤を任意に含み得る。そのような
防炎加工材は、ポリオール成分の総質量を基に、０．１～３０質量％の量が一般的に用い
られる。
【００６１】
　好ましくは、ポリオールを用いたポリイソシアネートの反応に物理的発泡剤を付加しな
いことが好ましい。しかし、用いられるポリオールは、発泡剤として作用する残留水を含
んだままである。層ｂ）のイソシアネート系硬質フォームに用いられる場合に好適に費消
される生成された接着促進剤は、２００～１２００ｇ／ｌ、好ましくは４００～１０００
ｇ／ｌ、特に好ましくは４５０～９００ｇ／ｌの密度を有する。
【００６２】
　本発明の方法に用いられるイソシアネート系硬質フォームは、一般的な手法、及び、発
泡剤、触媒、慣用的な助剤、及び／または添加剤の存在下において、イソシアネート基と
反応する少なくとも２つの水素原子を有する混合物を反応させる公知の手法で調製される
。出発原料が用いられることを考慮すれば、特に、後述のことがいえる。
【００６３】
　好適な有機ポリイソシアネートは、好ましくは、芳香族の多官能性のイソシアネートで
ある。
【００６４】
　トルエン２，４－及び２，６－ジイソシアネート（ＴＤＩ）及び異性体混合物に関する
もの、ジフェニルメタン４，４’－、２，４’－及び２，２’－ジイソシアネート（ＭＤ
Ｉ）及び異性体混合物に関するもの、ジフェニルメタン４，４－及び２，４’－ジイソシ
アネートの混合物、ポリフェニルポリメチレン、ポリイソシアネート、ジフェニルメタン
４，４－、２，４’－及び２，２’－ジイソシアネートの混合物及びポリフェニルポリメ
チレンポリイソシアネート（天然のＭＤＩ）及び天然のＭＤＩの混合物及びトルエンジイ
ソシアネートが、例として挙げられる。有機ジ－及びポリイソシアネートは、個別にまた
は混合物の形式で用いることができる。
【００６５】
　しばしば、いわゆる改質多官能性イソシアネート、例えば、有機ジ－及び／またはポリ
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イソシアネートの化学反応によって得られる生成物が用いられる。イソシアヌレート及び
／またはウレタン基を含むジ－及び／またはポリイソシアネートが、例として挙げられる
。改質ポリイソシアネートは、任意に、互いに混合され、または、例えば、ジフェニルメ
タン２，４’－、４，４’－ジイソシアネート、天然のＭＤＩ、トルエン２，４－及び／
または２，６－ジイソシアネートといった未改質の有機ポリイソシアネートと混合される
。
【００６６】
　加えて、多官能性のイソシアネートと多官能性のポリオール及びそれらと他のジ－及び
ポリイソシアネートの混合物との反応生成物もまた用いることができる。
【００６７】
　２９～３３質量％であって２５℃で１５０～１０００ｍＰａｓの範囲の密度のＮＣＯを
有する天然のＭＤＩは、有機ポリイソシアネートとして特に有益であることが知られてい
る。
【００６８】
　特に、２５～８００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲でヒドロキシル価を有するポリエーテルアル
コール及び／またはポリエステルアルコールは、イソシアネート基と反応する少なくとも
２つの水素原子を有する混合物として用いられる。
【００６９】
　用いられるポリエステルアルコールは、例えば、琥珀酸、グルタル酸、アジピン酸、ス
ベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、デカンジカルボン酸、マレイン酸、フマル酸、及
び好ましくはフタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸及び異性ナフタレンジカルボン酸と
いった２～１２個の炭素原子を有する多官能性のカルボン酸とともに、２～１２個の炭素
原子を有し、特に好ましくは２～６の炭素原子を有する多官能性のアルコール、好ましく
はジオールの凝縮によって調製される。
【００７０】
　用いられるポリエステロールは、一般的に１．５～４の官能価を有する。
【００７１】
　特に、例えば、触媒、好ましくはアルカリ金属水酸化物の存在下でＨ機能出発原料とと
もにアルキレン酸化物のアニオン重合という公知の手法によって調製されるポリエーテル
ポリオールが用いられる。
【００７２】
　用いられるアルキレン酸化物は、一般に、エチレン酸化物及び／またはプロピレン酸化
物、好ましくは純－１，２－プロピレン酸化物である。
【００７３】
　用いられる出発原料は、特に、少なくとも３、好ましくは４～８のヒドロキシ基を有し
、または少なくとも２つの主な分子状態のアミノ基を有する混合物である。
【００７４】
　トリメチロールプロパン、グリセロール、ペンタエリトリトール、例えばグルコース、
ソルビトール、マンニトール及びスクロース、多官能性フェノール、例えばフェノールの
オリゴマー縮合物といった糖質混合物及びホルムアルデヒド、フェノールのマンニッヒ縮
合物、ホルムアルデヒド及びジアルカノールアミン及びメラミンは、少なくとも３個、好
ましくは、分子状態で４～８個のヒドロキシ基を有する出発原料として用いられる。
【００７５】
　芳香族のジ－及び／またはポリアミン、例えばフェニレンジアミン、２，３－、２，４
－、３，４－及び２，６－トルエンジアミン及び４，４’－、２，４’－及び２，２’－
ジアミノジフェニルメタン、及び脂肪族ジ－及びポリアミン、例えばエチレンジアミンが
、少なくとも２つの主な分子状態のアミノ基を有する出発原料として好適に用いられる。
【００７６】
　ポリエーテルポリオールは、好ましくは３～８個の官能価を有し、ヒドロキシ価は、好
ましくは２５ｍｇＫＯＨ／ｇ～８００ｍｇＫＯＨ／ｇ、特に２４０ｍｇＫＯＨ／ｇ～５７
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０ｍｇＫＯＨ／ｇを有する。
【００７７】
　イソシアネートと反応する少なくとも２つの水素原子を含む混合物は、任意的に付随し
て用いられる鎖延長剤及び架橋剤を含む。メカニズムの特性を改質するために、二官能性
の鎖延長剤、三官能性及び高官能性の架橋剤を付加すること、及び任意的にこれらを混合
することが有益であることが知られている。アルカノールアミン及び特に、分子量が４０
０個より少ない、好ましくは６０～３００個のジオール及び／またはトリオールを鎖延長
剤及び／または架橋剤として用いることは好適である。
【００７８】
　鎖延長剤、架橋剤またはこれらの混合物は、ポリオール成分を基として１～２０質量％
、好ましくは２～５質量％を適切に用いることができる。
【００７９】
　硬質フォームの調製は、通常、発泡剤、触媒、防炎加工剤及び気泡安定剤及び、必要な
らば、更に助剤及び／または添加剤の存在下で実行される。
【００８０】
　二酸化炭素を除去したイソシアネート基と反応する水は、発泡剤として用いることがで
きる。水との組み合わせまたは好ましくは水に代えて、いわゆる物理的発泡剤もまた用い
ることができる。これらは、用いられる成分に不活性であり、一般に室温では液状であっ
てウレタン反応の条件下で気化する混合物である。これらの混合物の沸点は、５０℃以下
であることが好ましい。物理的発泡剤は、室温下では気体であって、例えば、二酸化炭素
、低沸点アルカン及びフルオロアルカンといった、用いられる成分中に圧入され、または
その成分中に溶解する混合物を含む。
【００８１】
　混合物は、一般的に、アルカン及び／または少なくとも４つの炭素原子を有するシクロ
アルカン、ジアルキルエーテル、エステル、ケトン、アセタール、１～８個の炭素原子を
有するフルオロアルカン及びアルキル鎖、特にテトラメチルシラン中に１～３の炭素原子
を有するテトラアルキルシランから構成される族から選択される。
【００８２】
　プロパン、ｎ－ブタン、イソブタン及びシクロブタン、ｎ－ペタン、イソペンタン及び
シクロペンタン、シクロヘキサン、ジメチルエーテル、メチルエーテル、メチルブチルエ
ーテル、メチルホルメート、対流圏で劣化されてオゾン層を破壊しないトリフルオロメタ
ン、ジフルオロメタン、１，１，１，３，３－ペンタフルオロブタン、１，１，１，３，
３－ペンタフルオロプロパン、１，１，１，２－テトラフルオロエタン、ジフルオロエタ
ン及びヘプタフルオロプロパンといったアセトン及びフルオロアルカンが、例として挙げ
られる。上記した物理的発泡剤は、単独で用いることも、互いに組み合わせて用いること
もできる。
【００８３】
　ポリウレタンまたはポリイソシアヌレートフォームは、通常、防炎加工剤を含む。無臭
素防炎加工剤を用いることが好ましい。リン原子を含む防炎加工剤が好ましく、特に、ト
リスクロロイソプロピルホスフェート、ジエチルエタンホスホネート、トリエチルホスフ
ェート及び／またはジフェニルクレジルホスフェートが用いられたものが好ましい。
【００８４】
　用いられる触媒は、特に、イソシアネート基と、イソシアネート基と反応する基の反応
を大幅に速める混合物である。このような触媒は、例えば、二次脂肪族アミン、イミダゾ
ール、アミジン及びアルカノールアミン及び／または、特にスズを基礎とした有機金属混
合物といった強力な塩基性アミンである。
【００８５】
　イソシアヌレート基が硬質フォームに混合される場合は、特殊な触媒が要求される。用
いられるイソシアヌレート触媒は、通常、金属カルボン酸塩、特に酢酸カリウム及びその
溶解液である。触媒は、単独で用いることもでき、要求に応じて、それぞれの混合物でも
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【００８６】
　用いられる助剤及び／または添加剤は、この目的でよく知られた物質である。例えば、
界面活性物質、泡安定剤、気泡制御剤、充填剤、顔料、染料、加水分解安定剤、帯電防止
剤及び制カビ剤及び制菌剤である。
【００８７】
　本発明に係る方法を実施するために用いられる出発原料、発泡剤、触媒及び／または添
加剤についての更なる情報は、例えば、Ｋｕｎｓｔｓｔｏｆｆｈａｎｄｂｕｃｈ，ｖｏｌ
ｕｍｅ７，「ポリウレタン」Ｃａｒｌ－Ｈａｎｓｅｒ－Ｍｕｎｉｃｈ著「第1版　１９６
６年」、「第２版　１９８３年」、「第３版　１９９３年」）で確認することができる。
【００８８】
　イソシアネート系硬質フォームを調製するためには、ポリイソシアネート及びイソシア
ネート基と反応する少なくとも２つの水素原子を有する混合物は、ポリウレタンフォーム
の場合のイソシアネートインデックスが、１００～２２０個、好ましくは１１５～１８０
個の範囲となるように反応する。硬質ポリウレタンフォームは、回分式または従来のミキ
サー装置を連続的に用いて調製することができる。
【００８９】
　ポリイソシアヌレートフォームの調製では、インデックスを１８０個より大きく、好ま
しくは２００～５００個、特に好ましくは２５０～５００個で調製することができる。
【００９０】
　出発原料の混合は、従来のミキサー装置を用いて作用させることができる。
【００９１】
　通常、本発明に係る硬質ＰＵフォームは、二成分系手法によって調製される。この手法
では、イソシアネート基と反応する少なくとも２つの水素原子を有する混合物は、発泡剤
、触媒及びいわゆるポリオール成分を付与する助剤及び／または添加剤と混合される。こ
の助剤及び／または添加剤は、ポリイソシアネートまたはポリイソシアネート混合物、及
び任意的に、イソシアネート成分とも呼ばれる発泡剤と反応される。
【００９２】
　出発原料は、一般的には、１５～３５℃、好ましくは２０～３０℃の温度で混合される
。反応混合物は、高圧または低圧計量機で混合される。
【００９３】
　この目的に用いられる硬質フォームの密度は、１０～４００ｋｇ／ｍ3、２０～２００
が好ましく、特に３０～１００ｋｇ／ｍ3が好ましい。
【００９４】
　複合要素の厚みは、通常、５～２５０ｍｍの範囲内である。
【００９５】
　本発明に係るディスクの形状によれば、ディスクの反応した接着剤を増強することなし
に製品寿命を長期化することができる。驚くべきことに、ディスクの材料を増強すること
なしに、外層への接着剤の分布や液滴のサイズは実質的に変わらない。驚くべきことに、
ディスクから分離した液滴の飛行経路も実質的に一定を維持している。外層のスプレーさ
れた表面の端部は、本発明に係るディスクの形状によれば、明確に輪郭を規定できるとい
う点も利点である。



(13) JP 5529156 B2 2014.6.25

【図１】

【図２】

【図３】

【図４ａ）】

【図４ｂ）】 【図４ｃ）】



(14) JP 5529156 B2 2014.6.25

10

フロントページの続き

(72)発明者  ヘンズィーク，ライナー
            ドイツ、４９３２８、メレ、ベルクフェルト、５
(72)発明者  グラールマン，オノ
            ドイツ、４９１５２、バート、エッセン、ヴェストシュトラーセ、２５
(72)発明者  グラムリヒ，ズィモン
            ドイツ、７０１７８、シュトゥトガルト、ベハイムシュトラーセ、２０

    審査官  ▲吉▼澤　英一

(56)参考文献  特開２００８－５１２２３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－５４０９５６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０５Ｄ　　　１／４０　　　　
              Ｂ０５Ｂ　　　３／０２　　　　
              Ｂ０５Ｄ　　　１／３６　　　　
              Ｂ０５Ｄ　　　７／２４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

